
今から始めませんか？
大切な人のため、ご自分のための介護への備え

公的介護保険制度に連動した
シンプルでわかりやすい保障

平均期間は４年７か月ですが、年齢や要介
護度など、個人の状態により介護にかか
る期間はさまざまで、10年以上と長期に
わたることもあります。

介護をする方の半数以上を同居の家族が
占めており、ご本人だけでなくご家族へ
の身体的・精神的負担、経済的な負担も
心配です。

どれくらいの
期間続くのでしょうか

介護にかかる費用や老後の収入・支出については、
こちらから動画をチェック！ サイトURL：www.aflac.co.jp/mkd

厚生労働省「令和元年 国民生活基礎調査」をもとにアフラック作成

だれに
介護してもらうのでしょうか

（公財）生命保険文化センター「平成30年度 生命保険に関する全国実態調査」をもとにアフラック作成

特長1 要介護１以上に認定された場合に
一時金をお支払いします

特長2 要介護3以上に認定されている場合に
介護年金をお支払いします

特長3 要介護１以上に認定された場合、
以後の保険料のお払込みは不要です
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保障は継続します以後の保険料のお払込みは不要です免除事由に該当したとき

給付金名

■保険期間：終身
■保険料払込期間：終身
■基準介護年金額30万円
要介護2 一時金10万円
要介護１一時金10万円

●商品の詳細は「パンフレット」「契約概要」等をご覧ください。

保険料例（個別取扱・月払）
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https://www.aflac.co.jp/

お客様の情報をご記入ください。

※健康状態によっては、記載の保険料と
異なる場合があります（保険料が割
増となる場合があります）。お申込み
後にアフラックから送付する書面をご
確認ください。
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